
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の状況と今後の予定について 

本宮市 産業建設部 建設課           TEL：0243-33-1111 （代表） 
国土交通省 東北地方整備局  福島河川国道事務所  

    工務第一課 （計画に関する件）      TEL：024-539-6125 （直通） 
    用地第一課 （用地に関する件）        TEL：024-539-6123 （直通） 
  

◆本宮左岸の築堤事業は、現時点で概ね今後 10 年程度の事業期間を目標としています。 

◆現在の取組み状況 

・現地測量・境界測量を実施しています。 

・詳細設計がスタートしました。当面は地盤の低い A ゾーンと C-2 ゾーンから検討します。 
◆今後の予定 

 ・地区懇談会、地区毎の意見を聴く会の開催予定は次のとおりです。 

 
 
 

 
 
 

 
 
・フォローアップ委員会を年内に開催を予定します 

提言書に基づき「治水対策と一体となったまちづくりフォローアップ委員会（仮称）」を開催する予定

です。開催日程等については決まり次第お知らせする予定です。 

（フォローアップ委員会とは、「阿武隈川本宮左岸地区まちづくり懇談会」の委員等で構成する委員会
であり、提言書を踏まえて実施していく「まちづくりと一体となった治水対策」の取り組みについて、
助言や指導などのフォローアップを行っていく委員会です。） 

＜お問い合わせ先＞ 

◆市民と行政の協働による事業がスタートします ！！ 

本宮左岸地区では、築堤事業が市街地にかかるため、まちづくりと一体となった整備を行って

いく必要があります。このため、昨年度「阿武隈川本宮左岸地区まちづくり懇談会」、「地区毎

の意見を聴く会」を開催し、平成 20 年 4 月に「阿武隈川左岸地区 治水対策と一体となったま

ちづくりへの提言」をとりまとめました。 

そして、今年度、現地測量、境界測量・詳細設計といった事業の第一歩がスタートしました。 

今後も、地域と一体となった治水対策・まちづくりを実施していくため、引き続き地域の皆様

方との意見交換を行う機会を設けていく予定でおりますので、ご協力の程、よろしくお願い致し

ます。なお、事業等の進捗状況や今後の予定等についてお知らせするため、このようなニュース

レターを定期的に発行する予定です。 
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7 月 2日（水）に「本宮左岸地区築堤事業 地域懇話会」を開催しました。 
～当日は、約 100 名の方が出席し、活発な意見交換が行われました～ 

 
・7/2（水）午後 7 時からサンライズ本宮において「本宮左岸地区築堤事業 地域懇話会」を開催し、提
言書の内容の報告と、事業全体の進め方や現地測量・境界測量 
の実施等の今後の予定について説明が行われました。 

主な意見は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 住民の中から何人かの人を選んでもらい、設計や施工の
検討において意見を取り入れて欲しい。 

・ ある程度、設計から完成までのスケジュールを示しても
らえれば、地域の不安も解消されるし、住民の協力も良
い方向で得られるのではないか。 

・ 設計が本格化していく段階で、個別の調整事項について
窓口を設けて欲しい。 

・ Ｂ～C-1 ゾーンについて、川沿いの宅盤を嵩上げする
案となっているが、その場合、嵩上げする家と嵩上げし
ない家があるため凸凹となり景観上好ましくないが、解
消されるのだろうか。 

コ ラ ム 

１ 
 

本宮左岸まちづくりニュース 

※「地区懇談会」や「地区毎の意見を聞く会」について 

地域の皆様との意見交換を進めていくため、今後、「地区懇談会」や「地区毎の意見を聴く会」を開催し

てまいります。 
【地区懇談会】：設計や事業内容等について対象地区をよくご存じの方々に御相談する場  

・地域住民と本宮市、国の担当者等で構成、事業の進捗や課題にあわせて様々な方に参加をお願い

する予定です。  

【地区毎の意見を聴く会】 

：設計内容や供用後の利用、維持管理のあり方などに関する提案について地域の皆様方に報告し意

見を頂く場  

 

～ お知らせ ～ 
「地区毎の意見を聴く会」を開催します！！ 

A ゾーン及び C-2 ゾーンの「地区毎の意見を聴く会」について以下のとおり開催する予定

です。皆さんの参加をお待ちしています。 

 ※B ゾーン、C-1 ゾーンは年度内の開催を予定しています。 

 （ゾーン割りは裏面をご覧下さい。）

・A ゾーン ：開催日時 平成 20 年 1１月５日（水）午後７時～  

開催場所：北町コミュニティーセンター 

・C－2 ゾーン：開催日時 平成 20 年 1１月４日（火）午後７時～  

開催場所：1 区集会所 

※第 1 回を年度内に開催予定 

まちづくりと一体となった設計及び事業の
進め方検討 

お問い合わせ先：本宮市 産業建設部 建設課  TEL：0243-33-1111（代表） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aゾーンは 

「堤防嵩上げ＋パラペット」案を基本とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａゾーン（百日川～昭代橋）の治水対策の方向性 

事業実施にあたって検討・配慮すべき事項 
Ø 移転対象者に対する生活再建への配慮 
Ø 住宅移転に伴う地域コミュニティへの配慮 
Ø 堤防上の道路（管理用通路）における子供等、歩行者への安

全性への配慮 
Ø 子供等が遊べる空間や健康づくりの階段の確保 
Ø 川とまちの散策路等による連続性の確保 

・パラペット高約 1m を確保 
・不足分を堤防嵩上げで補う 
・堤防天端幅を現状の 3m 程度から6m に広げる

「堤防嵩上げ＋パラペット」案 

 
B ゾーンは 

「堤防嵩上げ＋パラペット＋川沿いの宅盤嵩上げ」案を基本とし
ますが、治水対策と一体となった街並みの再生を考慮すると、地
域住民の合意形成を前提とした「堤防嵩上げ＋パラペット＋県道

付近まで宅盤嵩上げ」案が望ましいと考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂゾーン（昭代橋～薬師堂）の治水対策の方向性 

「堤防嵩上げ＋パラペット＋県道付近まで宅盤嵩上げ」案 

※川と県道に挟まれた街区全体を一体的に整備 
・治水事業にあわせて当該地区の面的整備が必要 
・面的整備にあたっては地域住民の合意・協力と関係事業者の連携が不可欠 

「堤防嵩上げ＋パラペット＋川沿いの宅盤嵩上げ」案 

事業実施にあたって検討・配慮すべき事項 
Ø 住宅再建に対する法規制の緩和 
Ø 川沿いの街並みの再建 
Ø 治水対策・まちづくり・道路整備・地域との連携・調整 
Ø 健康づくりの階段の確保 
Ø 川とまちの散策路等による連続性の確保 

約3m 

約3m 

・堤防嵩上げとパラペット複合案に加え、
堤防と県道に挟まれた宅盤を嵩上げ 

※治水対策で影響
が生じる宅地の
み宅盤を嵩上げ

・堤防嵩上げとパラペット複合案に加え、川沿
いの宅地の地盤を嵩上げ 

約3m 

 
 

C-1 ゾーンは 
「堤防嵩上げ＋パラペット＋川沿いの宅盤嵩上げ」案を基本とし
ますが、治水対策と一体となった街並みの再生を考慮すると、地
域住民の合意形成を前提とした「堤防嵩上げ＋パラペット＋県道

付近まで宅盤嵩上げ」案が望ましいと考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-１ゾーン（観音堂～地域防災センター付近）の 
治水対策の方向性 

「堤防嵩上げ＋パラペット＋県道付近まで宅盤嵩上げ」案

※川と県道に挟まれた街区全体を一体的に整備 
・治水事業にあわせて当該地区の面的整備が必要 
・面的整備にあたっては地域住民の合意・協力と関係事業者の連携が不可欠 

事業実施にあたって検討・配慮すべき事項 
Ø 住宅再建に対する法規制の緩和 
Ø 川沿いの街並みの再建 
Ø 健康づくりの階段の確保 
Ø 川とまちの散策路等による連続性の確保 

約3～5m

「堤防嵩上げ＋パラペット＋川沿いの宅盤嵩上げ」案 

・堤防嵩上げとパラペット複合案に加え、
川沿いの宅地の地盤を嵩上げ 

※治水対策で影響
が生じる宅地の
み宅盤を嵩上げ

約3～5m 

・堤防嵩上げとパラペット複合案に加え、
堤防と県道に挟まれた宅盤を嵩上げ 

Ａゾーン（百日川～昭代橋）の 
治水対策の方向性 

C-2 ゾーンは、 
「堤防嵩上げ＋パラペット」案を基本とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-２ゾーン（地域防災センター付近～鳴瀬地区）の 
治水対策の方向性 

「堤防嵩上げ＋パラペット」案

事業実施にあたって検討・配慮すべき事項 
Ø 腰積み等による住宅への影響軽減 
Ø 鳴瀬地区の上ノ橋架け替えを考慮した上流側との連続性の確保 

・パラペット高約 1m を確保 
・不足分を堤防嵩上げで補う 
・堤防天端幅を現状の 4～6m を6m とする 
・堤防拡幅分の用地を確保 

阿武隈川 

Aゾーン 
Bゾーン 

Cゾーン 

C-1 

C-2 

昭代橋 
安達橋 

上ノ橋 

H16年度撮影 

百日川 

安達太良川 

本宮小学校 JR本宮駅 

Ａゾーン（百日川～昭代橋）の整備イメージ 

Ｃゾーン（観音堂～鳴瀬地区）の整備イメージ 

Ｂゾーン（昭代橋～薬師堂）の整備イメージ

阿武隈川本宮左岸地区治水対策と一体となったまちづくりへの提言（概要）


